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子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律

■ポイント

➢ 「こども未来戦略」にお
いて、こども・子育て政
策の給付拡充（※）を図
ることとされる
※年3.6兆円規模

➢ 全世代・全経主体で子育
て世帯を支える仕組みと
して、子ども・子育て支
援金制度を創設

➢ 令和８年度から10年度に
かけて段階的に導入され、
医療保険料とあわせて徴
収される

こども家庭庁長官官房総務課支援金制
度等準備室作成資料（R7.3）を加筆
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子ども・子育て支援金制度について

■ポイント

➢ 給付の財源に充てるため、
令和８年度から、保険者
から支援納付金を徴収

➢ 保険者は、現状の保険料
とあわせて、子ども・子
育て支援金を徴収

➢ 国保は低所得者軽減や財
政支援等が行われる
※18歳以下は均等割全額
軽減

➢ 支援納付金の被保険者負
担額の増加に伴い、支援
納付金も段階的に増加
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こども家庭庁長官官房総務課支援金制
度等準備室作成資料（R7.3）を加筆



加速化プランの実施に向けたスケジュール

■ポイント

➢ 「加速化プラン」に基づ
くこども・子育て政策の
給付拡充は段階的に実施

➢ 給付の段階的な拡充に伴
い、加入者の負担額も段
階的に増加
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こども家庭庁長官官房総務課支援金制
度等準備室作成資料（R7.3）を加筆



子ども・子育て支援納付金の按分（イメージ）

■ポイント

➢ 支援納付金の総額を、後
期高齢者と現役世代の医
療保険料負担総額で按分
※R8、R9は8:92

➢ 現役世代の支援納付金負
担額を、国保と被用者保
険の加入者数で按分

➢ 国保の支援納付金負担額
を、18歳以上の被保険者
数に応じて各都道府県に
按分
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こども家庭庁長官官房総務課支援金制
度等準備室作成資料（R7.3）を加筆



子ども・子育て支援金に関する試算

■ポイント

➢ こども・子育て政策の段
階的な給付拡充に伴い、
加入者の支援金額も段階
的に増加

➢ 左記は一人当たり平均で、
夫婦子１人の３人世帯の
場合は以下のとおり。
※夫の給与収入のみ

年収 80万円ー 50 円
年収160万円ー 200 円
年収200万円ー 250 円
年収300万円ー 400 円
年収400万円ー 550 円
年収600万円ー 800 円
年収800万円ー 1,100 円
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こども家庭庁長官官房総務課支援金制
度等準備室作成資料（R7.3）を加筆



子ども・子育て支援金の賦課・徴収について

■ポイント

➢ 現行の国保制度と同様、
低所得者軽減と賦課限度
額を設ける

➢ 18歳未満は均等割全額軽
減となり、軽減相当額は
公費及びこども以外の国
保加入者の支援金で賄う

➢ 国保への財政支援の例
・療養給付費等負担金
・普通調整交付金 など
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こども家庭庁長官官房総務課支援金制
度等準備室作成資料（R7.3）を加筆



支援金制度の施行に向けたスケジュール案

■ポイント

➢ １～３月の政令公布後、
県及び市町村で条例等の
改正を実施

➢ 子ども・子育て支援金に
係る納付金額及び標準保
険料率は12月から算定を
開始し、１月に決定

➢ ４～６月に市町村は子ど
も・子育て支援金の賦課
決定を行う

7

こども家庭庁長官官房総務課支援金制
度等準備室作成資料（R7.3）を加筆

運営方針
改正



子ども・子育て支援納付金の算定式

■ポイント

➢ 国民健康保険の保険者納
付金総額（※）を、都道
府県の18歳以上被保険者
数に応じて按分
※令和10年度は3,000億円
程度を見込む
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こども家庭庁長官官房総務課支援金制
度等準備室作成資料（R7.3）を加筆



18歳未満のこどもに係る支援金の軽減措置

■ポイント

➢ 18歳未満のこどもに係る
支援金の均等割額は全額
軽減

➢ 軽減額は、18歳以上被保
険者に、18歳以上均等割
額として賦課
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こども家庭庁長官官房総務課支援金制
度等準備室作成資料（R7.3）を加筆



支援金制度導入後の国民健康保険制度のイメージ

■ポイント

➢ 子ども分の賦課方式が、
医療分、後期分、介護分
と異なることは問題ない

➢ 「１８歳以上均等割」は
「均等割」とは別に賦課
決定する必要がある
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こども家庭庁長官官房総務課支援金制
度等準備室作成資料（R7.3）を加筆



市町村国保に係る改正予定の政令省令等一覧（仮）

納付金等算定システム担当者
説明会資料（R7.5.27）を加筆
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運営方針の改正について

■運営方針の改正点
子ども・子育て支援金制度の創設に伴い、

以下の点について運営方針の改正が必要
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参考：第３期国保運営方針で改正が想定される箇所
はじめに
第１章 国民健康保険の医療に要する費用及び財政の見通し
１ 医療費の動向と将来の見通し
２ 財政収支の改善に係る基本的な考え方
３ 赤字削減・解消の取組
４ 財政安定化基金の運用

第２章 市町村における保険料（税）の標準的な算定方法及
びその水準の平準化に関する事項
１ 保険料（税）の賦課状況
２ 市町村ごとの納付金の算定方法
３ 市町村標準保険料率の算定方法
４ 将来的な保険料水準の統一化

第３章 市町村における保険料（税）の徴収の適正な実施に
関する事項

第４章 市町村における保険給付の適正な実施に関する事項
第５章 医療費の適正化の取組に関する事項
第６章 市町村が担う事務の広域的及び効率的な運営の推進
に関する事項

第７章 保健医療サービス・福祉サービス等に関する施策と
の連携に関する事項

第８章 施策の実施のために必要な関係市町村相互間の連絡
調整等に関する事項

■改正時期
国の指導に基づき市町村と協議した結果、令和

８年度に実施する中間見直しで併せて改正するこ
ととなった。

子ども・子
育て支援金
制度による
影響

Ⅰ 県及び市町村が、支援納付金の納付に要す
る費用に対して補助又は貸付が可能になる。

Ⅱ 財政安定化基金の対象に子ども・子育て支
援金が含まれる。

Ⅲ 納付金の算定方法に子ども・子育て支援納
付金の算定方法を追加。

Ⅳ 保険料の標準的な算定方法に子ども・子育
て支援金の算定方法を追加。

「都道府県
国民健康保
険運営方針
策定要領
案」に基づ
く子ども・
子育て支援
金納付金に
関する規定

A  標準的な保険料算定方式について、２方式、
３方式又は４方式のいずれの方式を採るか

B  標準的な保険料の応益割と応能割の割合を
どの程度にするか

C  所得割と資産割、均等割と平等割の割合を
それぞれどの程度にするか

D  市町村標準保険料率の算定に必要な納付金
の算定に当たって、医療費水準をどの程度
反映するか（αをどのように設定するか）

E  各市町村の所得のシェアを各市町村の納付
金にどの程度反映するか（βをどのように
設定するか）

F  賦課限度額をどのように設定するか
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